


パネルは規格化し、工場生産されるので品質の向上を図る。 

３．接合金物の開発（図２－２） 

同型の1枚の上下向きを変え4 枚を組み合わせ仕口部分における L、T、十字の全てに対応する。このことに

より熟練工による仕口加工が省略され、工場、現場において工期の短縮を図る。 

４．施工の手順  

（１） 基礎工事の完了後土間をモルタルで均し、プレカ

ット済の土台を敷く。 

（２） １階の柱を立て、番号が書かれた外壁パネルを施

工図にしたがって立て、予め根太受金物を留め付け

た２階のはりを掛ける。 

根太をはり間に掛け、固定する。 

構造用合板を釘で留め付け剛床を形成する。 

（３）１階の工程同様に２階の壁パネルを立て、はり掛けをし、登りばりを掛ける。 

（４）２階の床同様に、構造用合板を釘で留め付け、構造軀体を完成させる。その後、窓、玄関ドアを取付、ポ

リフイルムで気密を確保する。板状の断熱材を隙間無く施工する。 

（５） 断熱材の上に空気層を兼ねた下地を施工し、外壁を貼って外部の建て方を完了する。 

 

第３章  供給体制について 

「ＡＣＴ―１工法」は、日本全国（沖縄県を

除く）を供給地域としている。研修会を実施し、

営業支援や設計、 積算支援まで総合的な活動

を行っている。 

プレカット部材は自社工場及び技術提携指

定工場でのみ加工され、部材の供給は、品質管

理の整備された 自社工場または指定工場から

施工店の工程に合わせて出荷される。 

（図３－１） 
 

第４章  維持管理について 

（１）維持管理補修サービス 

引き渡し後 1 年、2 年時に無償点検サービスを実施する。3 年目以降定期点検はお客様と有償契約を

交わし点検を行う。サービス 提供の方法については、自社社員の巡回により、点検を実施し、必要に応

じて補修作業を行うか若しくは外注によって補修作業を行う。35 年を超える期間も有償点検サービスに

より可能。 

（２）保全計画書 

保全計画書の構成内容は、当社発行の「住まいのハンドブック-最新版」において、日常の点検、お手

入れから長期メンテナンスまで部位、項目ごとに記載している。 

（３）その他 

①住宅瑕疵保険履行法による資力確保の措置として住宅保証機構㈱などの住宅瑕疵担保責任保険を活

用する。 
②契約不適合責任が発生する場合、製造責任会社として弊社で改修・補修工事を行う。 

③協力会社からの工事代金の一部を積み立てた自社担保資金によって保証を行う。工事品質が基準に満

たないが、施工業者責任に 該当しないもの、お客様負担がふさわしくない場合などに活用される。 

④自社保証がある場合の内容 部位ごとにより異なる保証期間を設定したものをお客様と契約内容を交

わし、保証を履行する。 

図２－２ 
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